
長 野 市
令和４（2022）年４月

第五次長野市
男女共同参画基本計画

令和４（2022）年度～令和８（2026）年度

一人ひとりが多様な個性や能力を活かすことができる

男女共同参画・女性活躍社会の実現

概 要 版
長野市では、「長野市男女共同参画推進条例」の基本理念のもと、第四次にわたる「長野市男女共同参画
基本計画」において、男女共同参画社会の実現に向け様々な施策を推進してまいりました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、労働環境や家庭環境を含む社会環境は急激に
変化しており、特に、女性に対しては、休業・失業等による経済的困窮やＤＶの深刻化、家庭生活にお
ける家事や育児、介護等の負担増などの深刻な課題が顕在化し、男女共同参画の重要性を改めて認識す
る一方で、これを契機として、テレワークやＩＣＴの活用など、場所の制約を受けない柔軟な働き方な
どに対する意識が高まりつつあります。
「第五次長野市男女共同参画基本計画」（以下「本計画」という。）は、これらの状況を踏まえ、男女共同参
画社会の実現に向けて、女性活躍をより一層推進するとともに、様々な課題に対して効果的な施策を展
開していくため、その取組の方向性を示すものです。

本計画は、「男女共同参画社会基本法」及び「長野市男女共同参画推進条例」に基づく、本市の男女共同
参画の推進に関する基本計画であり、第五次長野市総合計画の個別計画として策定します。
〔計画の基本理念〕	 ●男女の人権の尊重
	 ●社会における制度又は慣行についての配慮
	 ●政策等の立案及び決定への共同参画
	 ●家庭生活における活動と他の活動の両立
	 ●国際社会の動向への配慮

■女性活躍推進法との関連
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、主要課題３と主要課題
４を市町村推進計画と位置付けています。

■ＤＶ防止法との関連
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）に基づき、主要課題５を市町
村基本計画と位置付けています。

令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。

本計画では、本市の目指すべき姿（将来像）を示すとともに、計画期間内に集中的かつ重点的に取り組
むための３つの基本目標を定め、その基本目標に沿った主要課題及び個別施策を掲げて展開します。

❶ 計画の策定にあたって

❷ 計画の位置付けと性格

❸ 計画の期間

❹ 計画の基本方針

一人ひとりが多様な個性や能力を活かすことができる
男女共同参画・女性活躍社会の実現

誰もが健やかで自分らしさを発揮しながら、人がつながり、互いに支え合う中で、いきいきと暮らす
ことができるまち「ながの」を目指し、男女の人権が尊重され、一人ひとりが多様な個性や能力を発揮で
きる「男女共同参画・女性活躍社会」の実現に取り組みます。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済や社会、環境
などの広範な課題に対して、全ての国々が取り組む目標とされていることから、国・国際社会の動向に
注視しつつ、本市が取り組むべきＳＤＧｓの視点を踏まえた取組を進めます。

【本計画に関連するＳＤＧｓ】

目標１
貧困 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

目標３
保健

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、…
福祉を促進する

目標４
教育

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

目標５
ジェンダー

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力…
強化を行う

目標８
経済成長と

雇用

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全…
かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用
(ディーセント・ワーク)を促進する

目標10
不平等 各国内及び各国間の不平等を是正する

目標16
平和

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、す
べての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベル
において効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

目標17
実施手段

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する

❺ 本市が目指すべき姿

❻ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連

施策の指標 内　容
現状値
令和３年度
（2021年度）

目標値
令和８年度
（2026年度）

目標値設定の考え方

基
本
目
標
１

Ａ
市の政策・方針決定過
程への女性の参画度

附属機関等への女性の参画度 37.2％ 40％
附属機関等委員の数が男女とも40％以
上になることを目指します。

Ｂ

長野市役所における
管理的地位にある職
員に占める女性の割
合

長野市役所における管理的地
位（課長相当職以上）に占める
女性職員の割合（消防職員を
除く）

5.1％ 10％

長野市の女性活躍の牽引役として、長
野市役所特定事業主行動計画に基づき、
管理的地位（課長相当職以上）にある女
性職員の増加を目指します。

Ｃ
地域の方針決定の場
への女性の参画度

住民自治協議会の役員(評議
委員、評議員、委員、代議員等)
への女性の参画率

16.4％ 30％
住民自治協議会に女性の参画を促し、
女性役員の増加を目指します。

Ｄ
ワーク・ライフ・バラ
ンスを実現できている
と感じる人の割合

「仕事」と「家庭生活」をともに
優先できていると感じる市民
の割合

23.9％ 30％
自ら希望するバランスで様々な活動を
展開できていると感じる市民の増加を
目指します。

Ｅ
男性の家事への参画
度

男性の平日1日当たりの家事従
事時間が１時間以上の割合

38.0％ 40％
男性の平日1日当たりの家事従事時間の
増加を目指します。

F
長野市役所における
男性職員の育児休業
取得率

長野市役所（市長部局及び消
防局）における育児休業を取
得する正規男性職員の割合

25.0％ 30％
長野市の女性活躍の牽引役として、長野市
役所特定事業主行動計画に基づき、男性
職員の育児休業取得者の増加を目指します。

基
本
目
標
２

Ｇ
ＤＶについて相談で
きる窓口の認知度

ＤＶ被害にあったとき、相談
できる窓口を知らない市民の
割合

30.2％ 20％
ＤＶ被害にあったとき、当事者又はそ
の周囲の人が相談する場所を知らない
市民の減少を目指します。

Ｈ
ＤＶなどの身近な暴力
は人権侵害であるとの
認識度

ＤＶなどの身近な暴力はどん
な場合でも人権侵害だと思う
市民の割合

78.3％ 80％
ＤＶがどのような場合でも人権侵害に
当たることへの認識を増やすことを目
指します。

基
本
目
標
３

Ｉ
性別による固定的な
役割分担の意識度

｢男性は仕事、女性は家事・
育児｣という、性別による固
定的な役割分担意識に反対す
る市民の割合

66.6％ 70％
性別による固定的な役割分担意識に対
する理解を深め、反対する市民の増加
を目指します。

Ｊ
ジェンダー平等に対
する認識度

｢ジェンダー｣という、言葉の
意味を知っている市民の割合

64.3％ 70％
男女が共に個性と能力を発揮し、責任
を分かち合う社会の実現のため、市民
の理解の増加を目指します。

A・C… ………………………女性の公職等参画状況調査
B・Ｆ…………………………【統合版】長野市役所特定事業主行動計画
D・Ｅ・G・H・Ｉ・Ｊ… …長野市男女共同参画に関する市民意識と実態調査

❾ 計画の指標
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しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、労働環境や家庭環境を含む社会環境は急激に
変化しており、特に、女性に対しては、休業・失業等による経済的困窮やＤＶの深刻化、家庭生活にお
ける家事や育児、介護等の負担増などの深刻な課題が顕在化し、男女共同参画の重要性を改めて認識す
る一方で、これを契機として、テレワークやＩＣＴの活用など、場所の制約を受けない柔軟な働き方な
どに対する意識が高まりつつあります。
「第五次長野市男女共同参画基本計画」（以下「本計画」という。）は、これらの状況を踏まえ、男女共同参
画社会の実現に向けて、女性活躍をより一層推進するとともに、様々な課題に対して効果的な施策を展
開していくため、その取組の方向性を示すものです。

本計画は、「男女共同参画社会基本法」及び「長野市男女共同参画推進条例」に基づく、本市の男女共同
参画の推進に関する基本計画であり、第五次長野市総合計画の個別計画として策定します。
〔計画の基本理念〕	 ●男女の人権の尊重
	 ●社会における制度又は慣行についての配慮
	 ●政策等の立案及び決定への共同参画
	 ●家庭生活における活動と他の活動の両立
	 ●国際社会の動向への配慮

■女性活躍推進法との関連
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、主要課題３と主要課題
４を市町村推進計画と位置付けています。

■ＤＶ防止法との関連
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）に基づき、主要課題５を市町
村基本計画と位置付けています。

令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。

本計画では、本市の目指すべき姿（将来像）を示すとともに、計画期間内に集中的かつ重点的に取り組
むための３つの基本目標を定め、その基本目標に沿った主要課題及び個別施策を掲げて展開します。

❶ 計画の策定にあたって

❷ 計画の位置付けと性格

❸ 計画の期間

❹ 計画の基本方針

一人ひとりが多様な個性や能力を活かすことができる
男女共同参画・女性活躍社会の実現

誰もが健やかで自分らしさを発揮しながら、人がつながり、互いに支え合う中で、いきいきと暮らす
ことができるまち「ながの」を目指し、男女の人権が尊重され、一人ひとりが多様な個性や能力を発揮で
きる「男女共同参画・女性活躍社会」の実現に取り組みます。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済や社会、環境
などの広範な課題に対して、全ての国々が取り組む目標とされていることから、国・国際社会の動向に
注視しつつ、本市が取り組むべきＳＤＧｓの視点を踏まえた取組を進めます。

【本計画に関連するＳＤＧｓ】

目標１
貧困 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

目標３
保健

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、…
福祉を促進する

目標４
教育

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

目標５
ジェンダー

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力…
強化を行う

目標８
経済成長と

雇用

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全…
かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用
(ディーセント・ワーク)を促進する

目標10
不平等 各国内及び各国間の不平等を是正する

目標16
平和

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、す
べての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベル
において効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

目標17
実施手段

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する

❺ 本市が目指すべき姿

❻ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連

施策の指標 内　容
現状値
令和３年度
（2021年度）

目標値
令和８年度
（2026年度）

目標値設定の考え方

基
本
目
標
１

Ａ
市の政策・方針決定過
程への女性の参画度

附属機関等への女性の参画度 37.2％ 40％
附属機関等委員の数が男女とも40％以
上になることを目指します。

Ｂ

長野市役所における
管理的地位にある職
員に占める女性の割
合

長野市役所における管理的地
位（課長相当職以上）に占める
女性職員の割合（消防職員を
除く）

5.1％ 10％

長野市の女性活躍の牽引役として、長
野市役所特定事業主行動計画に基づき、
管理的地位（課長相当職以上）にある女
性職員の増加を目指します。

Ｃ
地域の方針決定の場
への女性の参画度

住民自治協議会の役員(評議
委員、評議員、委員、代議員等)
への女性の参画率

16.4％ 30％
住民自治協議会に女性の参画を促し、
女性役員の増加を目指します。

Ｄ
ワーク・ライフ・バラ
ンスを実現できている
と感じる人の割合

「仕事」と「家庭生活」をともに
優先できていると感じる市民
の割合

23.9％ 30％
自ら希望するバランスで様々な活動を
展開できていると感じる市民の増加を
目指します。

Ｅ
男性の家事への参画
度

男性の平日1日当たりの家事従
事時間が１時間以上の割合

38.0％ 40％
男性の平日1日当たりの家事従事時間の
増加を目指します。

F
長野市役所における
男性職員の育児休業
取得率

長野市役所（市長部局及び消
防局）における育児休業を取
得する正規男性職員の割合

25.0％ 30％
長野市の女性活躍の牽引役として、長野市
役所特定事業主行動計画に基づき、男性
職員の育児休業取得者の増加を目指します。

基
本
目
標
２

Ｇ
ＤＶについて相談で
きる窓口の認知度

ＤＶ被害にあったとき、相談
できる窓口を知らない市民の
割合

30.2％ 20％
ＤＶ被害にあったとき、当事者又はそ
の周囲の人が相談する場所を知らない
市民の減少を目指します。

Ｈ
ＤＶなどの身近な暴力
は人権侵害であるとの
認識度

ＤＶなどの身近な暴力はどん
な場合でも人権侵害だと思う
市民の割合

78.3％ 80％
ＤＶがどのような場合でも人権侵害に
当たることへの認識を増やすことを目
指します。

基
本
目
標
３

Ｉ
性別による固定的な
役割分担の意識度

｢男性は仕事、女性は家事・
育児｣という、性別による固
定的な役割分担意識に反対す
る市民の割合

66.6％ 70％
性別による固定的な役割分担意識に対
する理解を深め、反対する市民の増加
を目指します。

Ｊ
ジェンダー平等に対
する認識度

｢ジェンダー｣という、言葉の
意味を知っている市民の割合

64.3％ 70％
男女が共に個性と能力を発揮し、責任
を分かち合う社会の実現のため、市民
の理解の増加を目指します。

A・C… ………………………女性の公職等参画状況調査
B・Ｆ…………………………【統合版】長野市役所特定事業主行動計画
D・Ｅ・G・H・Ｉ・Ｊ… …長野市男女共同参画に関する市民意識と実態調査

❾ 計画の指標

12 7
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❼ 計画の体系図

本計画の実効性を確保し、女性活躍への取組をさらに加速させ、全庁的に男女共同参画の視点をもっ
て施策を総合的かつ効果的に推進していくとともに、国・県・経済団体等との連携強化、市民や事業者
等との協働等による取組を推進します。

❽ 計画推進体制の充実・強化

等

男女共同参画審議会
(調査・審議)

庁内推進体制

男女共同参画推進委員会
事務局〔人権・男女共同参画課〕

庁内関係部署

男女共同参画センター

諮問・報告・協議等
答申・提言・意見等

市　民

市民活動団体・ＮＰＯ

連携・協働

国・長野県・関係行政機関

連携

事業者

あ
ら
ゆ
る
分
野
で

女
性
が
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

基本目標
１

あらゆる分野で女性が活躍できる環境づくり基本目標 １ 安心・安全に暮らせる社会づくり基本目標 2 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり基本目標 3

男女共同参画社会 
の 実 現 に 向 け た 
基盤づくり

基本目標
3

基本施策①　附属機関等委員への女性の参画の拡大

基本施策②　市役所における女性職員の職域拡大と管理職への登用

基本施策③　政治分野における女性の参画促進

基本施策④　男女共同参画の視点を取り入れた地域力向上

基本施策⑤　地域における女性の参画の促進

基本施策⑥　地域防災・復興における女性の参画拡大

基本施策⑦　女性の社会活動への参画促進

基本施策⑧　働く場における男女の均等な機会と待遇の確保

基本施策⑨　女性活躍の推進に向けた取組強化

基本施策⑩　働く場におけるハラスメントの防止

基本施策⑪　女性の就労支援

基本施策⑫　女性の起業支援

基本施策⑬　農業や自営業等における男女共同参画の推進

基本施策⑭　女性の参画が少ない分野への女性の参画促進

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

基本施策⑮　職業生活と家庭生活との両立に向けた環境づくり

基本施策⑯　男女がともに働きやすい職場環境の整備促進

基本施策⑰　市役所における職業生活と家庭生活の両立の促進

基本施策⑱　子育てや介護等の支援の充実

基本施策⑲　男性の家庭生活や地域活動への参画の促進

基本施策㉙　男女共同参画、女性活躍推進のための意識啓発

基本施策㉚　男女共同参画センターにおける取組の推進

基本施策㉛　子どものころからの男女共同参画を推進する教育の充実

基本施策㉜　男女共同参画、女性活躍に関する調査・研究

基本施策㉝　国際社会の動向への理解の促進

働く場等における
女性活躍の推進

主要課題	3

地域活動等における
男女共同参画の推進

主要課題	2

市の政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

主要課題	1
市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大主要課題	1

地域活動等における男女共同参画の推進主要課題	2

男女の人権を尊重する市民意識の醸成主要課題	8

働く場等における女性活躍の推進主要課題	3

仕事と生活の調和の促進主要課題	4

仕事と生活の調和の促進

主要課題	4

安
心
・
安
全
に

暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り

基本目標
2

【DV防止法に基づく市町村基本計画】

基本施策⑳　女性に対するあらゆる暴力根絶のための広報、啓発の推進

基本施策㉑　DV被害者に対する相談体制の整備、充実

基本施策㉒　DV被害者の保護体制及び自立支援の充実

基本施策㉓　ひとり親家庭への支援

基本施策㉔　高齢者・障害者・外国籍市民への支援

基本施策㉕　性の多様性への理解の促進

基本施策㉖　…女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘル

ス/ライツ）についての意識づくり

基本施策㉗　妊娠・出産期を中心とする健康の保持増進のための支援

基本施策㉘　更年期、高齢期の健康の保持増進のための支援

女性に対する
あらゆる暴力の根絶

主要課題	5

困難を抱える女性が安心して
暮らせる支援と多様な性の尊重

主要課題	6

生涯を通じた女性の健康支援

主要課題	7

男女の人権を尊重する
市民意識の醸成

主要課題	8

市の附属機関及び懇談会等への女性の参画拡大に積極的に取り組みます。また、市役所においては、
男女共同参画及び女性活躍、働き方改革の推進に向け、女性職員のキャリア形成支援や責任職への登用
を進めます。

地域での活動において、女性も中心的な役割を果たしていけるよう、意欲のある女性の発掘・育成支
援を促進するとともに、日頃から女性が地域の担い手として参画し、活躍できるよう、その取組や働き
かけを行います。

困難を抱える女性が安心して暮らせる支援と多様な性の尊重主要課題	6

高齢や外国籍、ひとり親家庭、引きこもり、障害があることなど複合的に困難な状況に置かれている
女性は、貧困などの生活上の困難に陥りやすい状況にあります。生活上の困難を抱えている女性が、そ
の状態から早期に脱し、安心・安全な生活環境で暮らすための支援に取り組みます。
また、多様な性を認め合う社会の実現のため、市民が性的指向や性自認に関する正しい理解と認識を
深め、社会全体で多様な性を尊重する環境づくりを進めます。

生涯を通じた女性の健康支援主要課題	7

女性は、思春期から妊娠・出産、更年期、高齢期など人生の各段階において変化が大きく、男性とは
異なる特有の健康課題があることから、心身の適切なサポートが得られるよう支援します。また、女性
が自らの意思で妊娠・出産を選択し、健やかに社会で暮らすことができるよう、若い世代への性に関す
る正しい知識の普及啓発に取り組みます。

働く場等において、女性をはじめとする多様な人材が活躍しやすい環境づくりを促進し、より多
くの女性が、リーダーとしての自覚と自信をもって能力を発揮できるよう、能力の向上やキャリア
アップの支援を行います。また、良好な職場環境が維持・確保されるよう、職場におけるハラスメ
ントの防止に向けた支援に取り組みます。

男女がともにワーク・ライフ・バランスの実現が図れるよう、企業における長時間労働の是正や
多様で柔軟な働き方の普及促進への取組を働きかけます。また、性別に関わらず、家事や育児、介
護等の家庭生活への積極的な参画を促すための意識改革に取り組みます。

様々な分野における男女平等について

DVにあたる行為を受けたことがある、したことがある人の割合

「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方に関する意識変化

各分野における男女の平等感について見てみると、男女が「平等である」と考えているのは、「学校教育
（56.7％）」が最も高いですが、「政治」「社会通念・慣習・しきたり」「社会全体」では８割が、「家庭」「地域社会」
「職場」では５割以上が男性優位であると感じています。

ＤＶは、家庭内や個人的な関係において行われることが多いため、外部からその発見が困難であり、その
実態が潜在化しやすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい特性があります。
また、被害者の多くは女性であり、固定的な性別役割分担意識や男女の社会的地位や経済力の格差など、
社会的・構造的な問題があるといわれていることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響による外出
自粛等の生活様式の変化により、ＤＶの増加が懸念されます。

家庭では

学校教育の場では

地域社会では

職場では

法律や制度の上では

社会通念・慣習・しきたりでは

政治の場では

社会全体では

※「非常に優遇されている」「どちらかといえば優遇されている」の合計 〔令和3（2021）年度男女共同参画に関する市民意識と実態調査〕

32.0%男性の方が優遇されている※ 平等である

女性の方が優遇されている※

分からない 無回答

11.7%

56.7%

25.9%

29.8%

32.0%

10.2%

7.9%

性差に関する偏見・固定観念や、無意識の思い込みは、依然として根強く残っており、男女共同参画
社会の形成を阻害する要因となっています。この意識から脱却し、市民一人ひとりが男女共同参画への
理解を深めるよう、学習や広報・啓発活動の充実を図ります。

「男は仕事、女は家事・育児」といった考え方に反対する市民の割合は、緩やかながらも着実に増えて
いますが、肯定的な意識に下げ止まりの傾向がみられます。多くの世代に固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が存在すると考えられており、無意識のうちに性別によ
る差別が生じるおそれが指摘されています。

【DV防止法に基づく市町村基本計画】

女性に対するあらゆる暴力の根絶主要課題	5

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や性犯罪、性暴力等は、犯罪となる行為を含む重大な人権
侵害であり、性や性別に関わるあらゆる暴力の未然防止と根絶に向けて、社会的な理解の促進と被
害者のための相談支援、安全確保、児童虐待等、関係機関と連携した対応の強化を図ります。
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男性（n＝292人）
女性（n＝423人）

〔令和3（2021）年度男女共同参画に関する市民意識と実態調査〕
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❼ 計画の体系図

本計画の実効性を確保し、女性活躍への取組をさらに加速させ、全庁的に男女共同参画の視点をもっ
て施策を総合的かつ効果的に推進していくとともに、国・県・経済団体等との連携強化、市民や事業者
等との協働等による取組を推進します。

❽ 計画推進体制の充実・強化

等

男女共同参画審議会
(調査・審議)

庁内推進体制

男女共同参画推進委員会
事務局〔人権・男女共同参画課〕

庁内関係部署

男女共同参画センター

諮問・報告・協議等
答申・提言・意見等

市　民

市民活動団体・ＮＰＯ

連携・協働

国・長野県・関係行政機関

連携

事業者

あ
ら
ゆ
る
分
野
で

女
性
が
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

基本目標
１

あらゆる分野で女性が活躍できる環境づくり基本目標 １ 安心・安全に暮らせる社会づくり基本目標 2 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり基本目標 3

男女共同参画社会 
の 実 現 に 向 け た 
基盤づくり

基本目標
3

基本施策①　附属機関等委員への女性の参画の拡大

基本施策②　市役所における女性職員の職域拡大と管理職への登用

基本施策③　政治分野における女性の参画促進

基本施策④　男女共同参画の視点を取り入れた地域力向上

基本施策⑤　地域における女性の参画の促進

基本施策⑥　地域防災・復興における女性の参画拡大

基本施策⑦　女性の社会活動への参画促進

基本施策⑧　働く場における男女の均等な機会と待遇の確保

基本施策⑨　女性活躍の推進に向けた取組強化

基本施策⑩　働く場におけるハラスメントの防止

基本施策⑪　女性の就労支援

基本施策⑫　女性の起業支援

基本施策⑬　農業や自営業等における男女共同参画の推進

基本施策⑭　女性の参画が少ない分野への女性の参画促進

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

基本施策⑮　職業生活と家庭生活との両立に向けた環境づくり

基本施策⑯　男女がともに働きやすい職場環境の整備促進

基本施策⑰　市役所における職業生活と家庭生活の両立の促進

基本施策⑱　子育てや介護等の支援の充実

基本施策⑲　男性の家庭生活や地域活動への参画の促進

基本施策㉙　男女共同参画、女性活躍推進のための意識啓発

基本施策㉚　男女共同参画センターにおける取組の推進

基本施策㉛　子どものころからの男女共同参画を推進する教育の充実

基本施策㉜　男女共同参画、女性活躍に関する調査・研究

基本施策㉝　国際社会の動向への理解の促進

働く場等における
女性活躍の推進

主要課題	3

地域活動等における
男女共同参画の推進

主要課題	2

市の政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

主要課題	1
市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大主要課題	1

地域活動等における男女共同参画の推進主要課題	2

男女の人権を尊重する市民意識の醸成主要課題	8

働く場等における女性活躍の推進主要課題	3

仕事と生活の調和の促進主要課題	4

仕事と生活の調和の促進

主要課題	4

安
心
・
安
全
に

暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り

基本目標
2

【DV防止法に基づく市町村基本計画】

基本施策⑳　女性に対するあらゆる暴力根絶のための広報、啓発の推進

基本施策㉑　DV被害者に対する相談体制の整備、充実

基本施策㉒　DV被害者の保護体制及び自立支援の充実

基本施策㉓　ひとり親家庭への支援

基本施策㉔　高齢者・障害者・外国籍市民への支援

基本施策㉕　性の多様性への理解の促進

基本施策㉖　…女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘル

ス/ライツ）についての意識づくり

基本施策㉗　妊娠・出産期を中心とする健康の保持増進のための支援

基本施策㉘　更年期、高齢期の健康の保持増進のための支援

女性に対する
あらゆる暴力の根絶

主要課題	5

困難を抱える女性が安心して
暮らせる支援と多様な性の尊重

主要課題	6

生涯を通じた女性の健康支援

主要課題	7

男女の人権を尊重する
市民意識の醸成

主要課題	8

市の附属機関及び懇談会等への女性の参画拡大に積極的に取り組みます。また、市役所においては、
男女共同参画及び女性活躍、働き方改革の推進に向け、女性職員のキャリア形成支援や責任職への登用
を進めます。

地域での活動において、女性も中心的な役割を果たしていけるよう、意欲のある女性の発掘・育成支
援を促進するとともに、日頃から女性が地域の担い手として参画し、活躍できるよう、その取組や働き
かけを行います。

困難を抱える女性が安心して暮らせる支援と多様な性の尊重主要課題	6

高齢や外国籍、ひとり親家庭、引きこもり、障害があることなど複合的に困難な状況に置かれている
女性は、貧困などの生活上の困難に陥りやすい状況にあります。生活上の困難を抱えている女性が、そ
の状態から早期に脱し、安心・安全な生活環境で暮らすための支援に取り組みます。
また、多様な性を認め合う社会の実現のため、市民が性的指向や性自認に関する正しい理解と認識を
深め、社会全体で多様な性を尊重する環境づくりを進めます。

生涯を通じた女性の健康支援主要課題	7

女性は、思春期から妊娠・出産、更年期、高齢期など人生の各段階において変化が大きく、男性とは
異なる特有の健康課題があることから、心身の適切なサポートが得られるよう支援します。また、女性
が自らの意思で妊娠・出産を選択し、健やかに社会で暮らすことができるよう、若い世代への性に関す
る正しい知識の普及啓発に取り組みます。

働く場等において、女性をはじめとする多様な人材が活躍しやすい環境づくりを促進し、より多
くの女性が、リーダーとしての自覚と自信をもって能力を発揮できるよう、能力の向上やキャリア
アップの支援を行います。また、良好な職場環境が維持・確保されるよう、職場におけるハラスメ
ントの防止に向けた支援に取り組みます。

男女がともにワーク・ライフ・バランスの実現が図れるよう、企業における長時間労働の是正や
多様で柔軟な働き方の普及促進への取組を働きかけます。また、性別に関わらず、家事や育児、介
護等の家庭生活への積極的な参画を促すための意識改革に取り組みます。

様々な分野における男女平等について

DVにあたる行為を受けたことがある、したことがある人の割合

「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方に関する意識変化

各分野における男女の平等感について見てみると、男女が「平等である」と考えているのは、「学校教育
（56.7％）」が最も高いですが、「政治」「社会通念・慣習・しきたり」「社会全体」では８割が、「家庭」「地域社会」
「職場」では５割以上が男性優位であると感じています。

ＤＶは、家庭内や個人的な関係において行われることが多いため、外部からその発見が困難であり、その
実態が潜在化しやすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい特性があります。
また、被害者の多くは女性であり、固定的な性別役割分担意識や男女の社会的地位や経済力の格差など、
社会的・構造的な問題があるといわれていることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響による外出
自粛等の生活様式の変化により、ＤＶの増加が懸念されます。

家庭では

学校教育の場では

地域社会では

職場では

法律や制度の上では

社会通念・慣習・しきたりでは

政治の場では

社会全体では

※「非常に優遇されている」「どちらかといえば優遇されている」の合計 〔令和3（2021）年度男女共同参画に関する市民意識と実態調査〕

32.0%男性の方が優遇されている※ 平等である

女性の方が優遇されている※

分からない 無回答

11.7%

56.7%

25.9%

29.8%

32.0%

10.2%

7.9%

性差に関する偏見・固定観念や、無意識の思い込みは、依然として根強く残っており、男女共同参画
社会の形成を阻害する要因となっています。この意識から脱却し、市民一人ひとりが男女共同参画への
理解を深めるよう、学習や広報・啓発活動の充実を図ります。

「男は仕事、女は家事・育児」といった考え方に反対する市民の割合は、緩やかながらも着実に増えて
いますが、肯定的な意識に下げ止まりの傾向がみられます。多くの世代に固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が存在すると考えられており、無意識のうちに性別によ
る差別が生じるおそれが指摘されています。

【DV防止法に基づく市町村基本計画】

女性に対するあらゆる暴力の根絶主要課題	5

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や性犯罪、性暴力等は、犯罪となる行為を含む重大な人権
侵害であり、性や性別に関わるあらゆる暴力の未然防止と根絶に向けて、社会的な理解の促進と被
害者のための相談支援、安全確保、児童虐待等、関係機関と連携した対応の強化を図ります。
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※残りの回答割合は、「受けたことも、したこともない」
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女性（n＝423人）

〔令和3（2021）年度男女共同参画に関する市民意識と実態調査〕
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❼ 計画の体系図

本計画の実効性を確保し、女性活躍への取組をさらに加速させ、全庁的に男女共同参画の視点をもっ
て施策を総合的かつ効果的に推進していくとともに、国・県・経済団体等との連携強化、市民や事業者
等との協働等による取組を推進します。

❽ 計画推進体制の充実・強化

等

男女共同参画審議会
(調査・審議)

庁内推進体制

男女共同参画推進委員会
事務局〔人権・男女共同参画課〕

庁内関係部署

男女共同参画センター

諮問・報告・協議等
答申・提言・意見等

市　民

市民活動団体・ＮＰＯ

連携・協働

国・長野県・関係行政機関

連携

事業者

あ
ら
ゆ
る
分
野
で

女
性
が
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

基本目標
１

あらゆる分野で女性が活躍できる環境づくり基本目標 １ 安心・安全に暮らせる社会づくり基本目標 2 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり基本目標 3

男女共同参画社会 
の 実 現 に 向 け た 
基盤づくり

基本目標
3

基本施策①　附属機関等委員への女性の参画の拡大

基本施策②　市役所における女性職員の職域拡大と管理職への登用

基本施策③　政治分野における女性の参画促進

基本施策④　男女共同参画の視点を取り入れた地域力向上

基本施策⑤　地域における女性の参画の促進

基本施策⑥　地域防災・復興における女性の参画拡大

基本施策⑦　女性の社会活動への参画促進

基本施策⑧　働く場における男女の均等な機会と待遇の確保

基本施策⑨　女性活躍の推進に向けた取組強化

基本施策⑩　働く場におけるハラスメントの防止

基本施策⑪　女性の就労支援

基本施策⑫　女性の起業支援

基本施策⑬　農業や自営業等における男女共同参画の推進

基本施策⑭　女性の参画が少ない分野への女性の参画促進

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

基本施策⑮　職業生活と家庭生活との両立に向けた環境づくり

基本施策⑯　男女がともに働きやすい職場環境の整備促進

基本施策⑰　市役所における職業生活と家庭生活の両立の促進

基本施策⑱　子育てや介護等の支援の充実

基本施策⑲　男性の家庭生活や地域活動への参画の促進

基本施策㉙　男女共同参画、女性活躍推進のための意識啓発

基本施策㉚　男女共同参画センターにおける取組の推進

基本施策㉛　子どものころからの男女共同参画を推進する教育の充実

基本施策㉜　男女共同参画、女性活躍に関する調査・研究

基本施策㉝　国際社会の動向への理解の促進

働く場等における
女性活躍の推進

主要課題	3

地域活動等における
男女共同参画の推進

主要課題	2

市の政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

主要課題	1
市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大主要課題	1

地域活動等における男女共同参画の推進主要課題	2

男女の人権を尊重する市民意識の醸成主要課題	8

働く場等における女性活躍の推進主要課題	3

仕事と生活の調和の促進主要課題	4

仕事と生活の調和の促進

主要課題	4
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2

【DV防止法に基づく市町村基本計画】

基本施策⑳　女性に対するあらゆる暴力根絶のための広報、啓発の推進

基本施策㉑　DV被害者に対する相談体制の整備、充実

基本施策㉒　DV被害者の保護体制及び自立支援の充実

基本施策㉓　ひとり親家庭への支援

基本施策㉔　高齢者・障害者・外国籍市民への支援

基本施策㉕　性の多様性への理解の促進

基本施策㉖　…女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘル

ス/ライツ）についての意識づくり

基本施策㉗　妊娠・出産期を中心とする健康の保持増進のための支援

基本施策㉘　更年期、高齢期の健康の保持増進のための支援

女性に対する
あらゆる暴力の根絶

主要課題	5

困難を抱える女性が安心して
暮らせる支援と多様な性の尊重

主要課題	6

生涯を通じた女性の健康支援

主要課題	7

男女の人権を尊重する
市民意識の醸成

主要課題	8

市の附属機関及び懇談会等への女性の参画拡大に積極的に取り組みます。また、市役所においては、
男女共同参画及び女性活躍、働き方改革の推進に向け、女性職員のキャリア形成支援や責任職への登用
を進めます。

地域での活動において、女性も中心的な役割を果たしていけるよう、意欲のある女性の発掘・育成支
援を促進するとともに、日頃から女性が地域の担い手として参画し、活躍できるよう、その取組や働き
かけを行います。

困難を抱える女性が安心して暮らせる支援と多様な性の尊重主要課題	6

高齢や外国籍、ひとり親家庭、引きこもり、障害があることなど複合的に困難な状況に置かれている
女性は、貧困などの生活上の困難に陥りやすい状況にあります。生活上の困難を抱えている女性が、そ
の状態から早期に脱し、安心・安全な生活環境で暮らすための支援に取り組みます。
また、多様な性を認め合う社会の実現のため、市民が性的指向や性自認に関する正しい理解と認識を
深め、社会全体で多様な性を尊重する環境づくりを進めます。

生涯を通じた女性の健康支援主要課題	7

女性は、思春期から妊娠・出産、更年期、高齢期など人生の各段階において変化が大きく、男性とは
異なる特有の健康課題があることから、心身の適切なサポートが得られるよう支援します。また、女性
が自らの意思で妊娠・出産を選択し、健やかに社会で暮らすことができるよう、若い世代への性に関す
る正しい知識の普及啓発に取り組みます。

働く場等において、女性をはじめとする多様な人材が活躍しやすい環境づくりを促進し、より多
くの女性が、リーダーとしての自覚と自信をもって能力を発揮できるよう、能力の向上やキャリア
アップの支援を行います。また、良好な職場環境が維持・確保されるよう、職場におけるハラスメ
ントの防止に向けた支援に取り組みます。

男女がともにワーク・ライフ・バランスの実現が図れるよう、企業における長時間労働の是正や
多様で柔軟な働き方の普及促進への取組を働きかけます。また、性別に関わらず、家事や育児、介
護等の家庭生活への積極的な参画を促すための意識改革に取り組みます。

様々な分野における男女平等について

DVにあたる行為を受けたことがある、したことがある人の割合

「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方に関する意識変化

各分野における男女の平等感について見てみると、男女が「平等である」と考えているのは、「学校教育
（56.7％）」が最も高いですが、「政治」「社会通念・慣習・しきたり」「社会全体」では８割が、「家庭」「地域社会」
「職場」では５割以上が男性優位であると感じています。

ＤＶは、家庭内や個人的な関係において行われることが多いため、外部からその発見が困難であり、その
実態が潜在化しやすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい特性があります。
また、被害者の多くは女性であり、固定的な性別役割分担意識や男女の社会的地位や経済力の格差など、
社会的・構造的な問題があるといわれていることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響による外出
自粛等の生活様式の変化により、ＤＶの増加が懸念されます。

家庭では

学校教育の場では

地域社会では

職場では

法律や制度の上では

社会通念・慣習・しきたりでは

政治の場では

社会全体では

※「非常に優遇されている」「どちらかといえば優遇されている」の合計 〔令和3（2021）年度男女共同参画に関する市民意識と実態調査〕

32.0%男性の方が優遇されている※ 平等である

女性の方が優遇されている※

分からない 無回答

11.7%

56.7%

25.9%

29.8%

32.0%

10.2%

7.9%

性差に関する偏見・固定観念や、無意識の思い込みは、依然として根強く残っており、男女共同参画
社会の形成を阻害する要因となっています。この意識から脱却し、市民一人ひとりが男女共同参画への
理解を深めるよう、学習や広報・啓発活動の充実を図ります。

「男は仕事、女は家事・育児」といった考え方に反対する市民の割合は、緩やかながらも着実に増えて
いますが、肯定的な意識に下げ止まりの傾向がみられます。多くの世代に固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が存在すると考えられており、無意識のうちに性別によ
る差別が生じるおそれが指摘されています。

【DV防止法に基づく市町村基本計画】

女性に対するあらゆる暴力の根絶主要課題	5

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や性犯罪、性暴力等は、犯罪となる行為を含む重大な人権
侵害であり、性や性別に関わるあらゆる暴力の未然防止と根絶に向けて、社会的な理解の促進と被
害者のための相談支援、安全確保、児童虐待等、関係機関と連携した対応の強化を図ります。
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❼ 計画の体系図

本計画の実効性を確保し、女性活躍への取組をさらに加速させ、全庁的に男女共同参画の視点をもっ
て施策を総合的かつ効果的に推進していくとともに、国・県・経済団体等との連携強化、市民や事業者
等との協働等による取組を推進します。

❽ 計画推進体制の充実・強化

等

男女共同参画審議会
(調査・審議)

庁内推進体制

男女共同参画推進委員会
事務局〔人権・男女共同参画課〕

庁内関係部署

男女共同参画センター

諮問・報告・協議等
答申・提言・意見等

市　民

市民活動団体・ＮＰＯ

連携・協働

国・長野県・関係行政機関

連携

事業者

あ
ら
ゆ
る
分
野
で

女
性
が
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

基本目標
１

あらゆる分野で女性が活躍できる環境づくり基本目標 １ 安心・安全に暮らせる社会づくり基本目標 2 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり基本目標 3

男女共同参画社会 
の 実 現 に 向 け た 
基盤づくり

基本目標
3

基本施策①　附属機関等委員への女性の参画の拡大

基本施策②　市役所における女性職員の職域拡大と管理職への登用

基本施策③　政治分野における女性の参画促進

基本施策④　男女共同参画の視点を取り入れた地域力向上

基本施策⑤　地域における女性の参画の促進

基本施策⑥　地域防災・復興における女性の参画拡大

基本施策⑦　女性の社会活動への参画促進

基本施策⑧　働く場における男女の均等な機会と待遇の確保

基本施策⑨　女性活躍の推進に向けた取組強化

基本施策⑩　働く場におけるハラスメントの防止

基本施策⑪　女性の就労支援

基本施策⑫　女性の起業支援

基本施策⑬　農業や自営業等における男女共同参画の推進

基本施策⑭　女性の参画が少ない分野への女性の参画促進

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】

基本施策⑮　職業生活と家庭生活との両立に向けた環境づくり

基本施策⑯　男女がともに働きやすい職場環境の整備促進

基本施策⑰　市役所における職業生活と家庭生活の両立の促進

基本施策⑱　子育てや介護等の支援の充実

基本施策⑲　男性の家庭生活や地域活動への参画の促進

基本施策㉙　男女共同参画、女性活躍推進のための意識啓発

基本施策㉚　男女共同参画センターにおける取組の推進

基本施策㉛　子どものころからの男女共同参画を推進する教育の充実

基本施策㉜　男女共同参画、女性活躍に関する調査・研究

基本施策㉝　国際社会の動向への理解の促進

働く場等における
女性活躍の推進

主要課題	3

地域活動等における
男女共同参画の推進

主要課題	2

市の政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

主要課題	1
市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大主要課題	1

地域活動等における男女共同参画の推進主要課題	2

男女の人権を尊重する市民意識の醸成主要課題	8

働く場等における女性活躍の推進主要課題	3

仕事と生活の調和の促進主要課題	4

仕事と生活の調和の促進

主要課題	4
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基本施策⑳　女性に対するあらゆる暴力根絶のための広報、啓発の推進

基本施策㉑　DV被害者に対する相談体制の整備、充実

基本施策㉒　DV被害者の保護体制及び自立支援の充実

基本施策㉓　ひとり親家庭への支援

基本施策㉔　高齢者・障害者・外国籍市民への支援

基本施策㉕　性の多様性への理解の促進

基本施策㉖　…女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘル

ス/ライツ）についての意識づくり

基本施策㉗　妊娠・出産期を中心とする健康の保持増進のための支援

基本施策㉘　更年期、高齢期の健康の保持増進のための支援

女性に対する
あらゆる暴力の根絶

主要課題	5

困難を抱える女性が安心して
暮らせる支援と多様な性の尊重

主要課題	6

生涯を通じた女性の健康支援

主要課題	7

男女の人権を尊重する
市民意識の醸成

主要課題	8

市の附属機関及び懇談会等への女性の参画拡大に積極的に取り組みます。また、市役所においては、
男女共同参画及び女性活躍、働き方改革の推進に向け、女性職員のキャリア形成支援や責任職への登用
を進めます。

地域での活動において、女性も中心的な役割を果たしていけるよう、意欲のある女性の発掘・育成支
援を促進するとともに、日頃から女性が地域の担い手として参画し、活躍できるよう、その取組や働き
かけを行います。

困難を抱える女性が安心して暮らせる支援と多様な性の尊重主要課題	6

高齢や外国籍、ひとり親家庭、引きこもり、障害があることなど複合的に困難な状況に置かれている
女性は、貧困などの生活上の困難に陥りやすい状況にあります。生活上の困難を抱えている女性が、そ
の状態から早期に脱し、安心・安全な生活環境で暮らすための支援に取り組みます。
また、多様な性を認め合う社会の実現のため、市民が性的指向や性自認に関する正しい理解と認識を
深め、社会全体で多様な性を尊重する環境づくりを進めます。

生涯を通じた女性の健康支援主要課題	7

女性は、思春期から妊娠・出産、更年期、高齢期など人生の各段階において変化が大きく、男性とは
異なる特有の健康課題があることから、心身の適切なサポートが得られるよう支援します。また、女性
が自らの意思で妊娠・出産を選択し、健やかに社会で暮らすことができるよう、若い世代への性に関す
る正しい知識の普及啓発に取り組みます。

働く場等において、女性をはじめとする多様な人材が活躍しやすい環境づくりを促進し、より多
くの女性が、リーダーとしての自覚と自信をもって能力を発揮できるよう、能力の向上やキャリア
アップの支援を行います。また、良好な職場環境が維持・確保されるよう、職場におけるハラスメ
ントの防止に向けた支援に取り組みます。

男女がともにワーク・ライフ・バランスの実現が図れるよう、企業における長時間労働の是正や
多様で柔軟な働き方の普及促進への取組を働きかけます。また、性別に関わらず、家事や育児、介
護等の家庭生活への積極的な参画を促すための意識改革に取り組みます。

様々な分野における男女平等について

DVにあたる行為を受けたことがある、したことがある人の割合

「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方に関する意識変化

各分野における男女の平等感について見てみると、男女が「平等である」と考えているのは、「学校教育
（56.7％）」が最も高いですが、「政治」「社会通念・慣習・しきたり」「社会全体」では８割が、「家庭」「地域社会」
「職場」では５割以上が男性優位であると感じています。

ＤＶは、家庭内や個人的な関係において行われることが多いため、外部からその発見が困難であり、その
実態が潜在化しやすく、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい特性があります。
また、被害者の多くは女性であり、固定的な性別役割分担意識や男女の社会的地位や経済力の格差など、
社会的・構造的な問題があるといわれていることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響による外出
自粛等の生活様式の変化により、ＤＶの増加が懸念されます。

家庭では

学校教育の場では

地域社会では

職場では

法律や制度の上では

社会通念・慣習・しきたりでは

政治の場では

社会全体では

※「非常に優遇されている」「どちらかといえば優遇されている」の合計 〔令和3（2021）年度男女共同参画に関する市民意識と実態調査〕

32.0%男性の方が優遇されている※ 平等である

女性の方が優遇されている※

分からない 無回答

11.7%

56.7%

25.9%

29.8%

32.0%

10.2%

7.9%

性差に関する偏見・固定観念や、無意識の思い込みは、依然として根強く残っており、男女共同参画
社会の形成を阻害する要因となっています。この意識から脱却し、市民一人ひとりが男女共同参画への
理解を深めるよう、学習や広報・啓発活動の充実を図ります。

「男は仕事、女は家事・育児」といった考え方に反対する市民の割合は、緩やかながらも着実に増えて
いますが、肯定的な意識に下げ止まりの傾向がみられます。多くの世代に固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が存在すると考えられており、無意識のうちに性別によ
る差別が生じるおそれが指摘されています。

【DV防止法に基づく市町村基本計画】

女性に対するあらゆる暴力の根絶主要課題	5

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や性犯罪、性暴力等は、犯罪となる行為を含む重大な人権
侵害であり、性や性別に関わるあらゆる暴力の未然防止と根絶に向けて、社会的な理解の促進と被
害者のための相談支援、安全確保、児童虐待等、関係機関と連携した対応の強化を図ります。
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〔令和3（2021）年度男女共同参画に関する市民意識と実態調査〕
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長 野 市
令和４（2022）年４月

第五次長野市
男女共同参画基本計画

令和４（2022）年度～令和８（2026）年度

一人ひとりが多様な個性や能力を活かすことができる

男女共同参画・女性活躍社会の実現

概 要 版
長野市では、「長野市男女共同参画推進条例」の基本理念のもと、第四次にわたる「長野市男女共同参画
基本計画」において、男女共同参画社会の実現に向け様々な施策を推進してまいりました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、労働環境や家庭環境を含む社会環境は急激に
変化しており、特に、女性に対しては、休業・失業等による経済的困窮やＤＶの深刻化、家庭生活にお
ける家事や育児、介護等の負担増などの深刻な課題が顕在化し、男女共同参画の重要性を改めて認識す
る一方で、これを契機として、テレワークやＩＣＴの活用など、場所の制約を受けない柔軟な働き方な
どに対する意識が高まりつつあります。
「第五次長野市男女共同参画基本計画」（以下「本計画」という。）は、これらの状況を踏まえ、男女共同参
画社会の実現に向けて、女性活躍をより一層推進するとともに、様々な課題に対して効果的な施策を展
開していくため、その取組の方向性を示すものです。

本計画は、「男女共同参画社会基本法」及び「長野市男女共同参画推進条例」に基づく、本市の男女共同
参画の推進に関する基本計画であり、第五次長野市総合計画の個別計画として策定します。
〔計画の基本理念〕	 ●男女の人権の尊重
	 ●社会における制度又は慣行についての配慮
	 ●政策等の立案及び決定への共同参画
	 ●家庭生活における活動と他の活動の両立
	 ●国際社会の動向への配慮

■女性活躍推進法との関連
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、主要課題３と主要課題
４を市町村推進計画と位置付けています。

■ＤＶ防止法との関連
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）に基づき、主要課題５を市町
村基本計画と位置付けています。

令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。

本計画では、本市の目指すべき姿（将来像）を示すとともに、計画期間内に集中的かつ重点的に取り組
むための３つの基本目標を定め、その基本目標に沿った主要課題及び個別施策を掲げて展開します。

❶ 計画の策定にあたって

❷ 計画の位置付けと性格

❸ 計画の期間

❹ 計画の基本方針

一人ひとりが多様な個性や能力を活かすことができる
男女共同参画・女性活躍社会の実現

誰もが健やかで自分らしさを発揮しながら、人がつながり、互いに支え合う中で、いきいきと暮らす
ことができるまち「ながの」を目指し、男女の人権が尊重され、一人ひとりが多様な個性や能力を発揮で
きる「男女共同参画・女性活躍社会」の実現に取り組みます。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済や社会、環境
などの広範な課題に対して、全ての国々が取り組む目標とされていることから、国・国際社会の動向に
注視しつつ、本市が取り組むべきＳＤＧｓの視点を踏まえた取組を進めます。

【本計画に関連するＳＤＧｓ】

目標１
貧困 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

目標３
保健

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、…
福祉を促進する

目標４
教育

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

目標５
ジェンダー

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力…
強化を行う

目標８
経済成長と

雇用

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全…
かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用
(ディーセント・ワーク)を促進する

目標10
不平等 各国内及び各国間の不平等を是正する

目標16
平和

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、す
べての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベル
において効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

目標17
実施手段

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する

❺ 本市が目指すべき姿

❻ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連

施策の指標 内　容
現状値
令和３年度
（2021年度）

目標値
令和８年度
（2026年度）

目標値設定の考え方

基
本
目
標
１

Ａ
市の政策・方針決定過
程への女性の参画度

附属機関等への女性の参画度 37.2％ 40％
附属機関等委員の数が男女とも40％以
上になることを目指します。

Ｂ

長野市役所における
管理的地位にある職
員に占める女性の割
合

長野市役所における管理的地
位（課長相当職以上）に占める
女性職員の割合（消防職員を
除く）

5.1％ 10％

長野市の女性活躍の牽引役として、長
野市役所特定事業主行動計画に基づき、
管理的地位（課長相当職以上）にある女
性職員の増加を目指します。

Ｃ
地域の方針決定の場
への女性の参画度

住民自治協議会の役員(評議
委員、評議員、委員、代議員等)
への女性の参画率

16.4％ 30％
住民自治協議会に女性の参画を促し、
女性役員の増加を目指します。

Ｄ
ワーク・ライフ・バラ
ンスを実現できている
と感じる人の割合

「仕事」と「家庭生活」をともに
優先できていると感じる市民
の割合

23.9％ 30％
自ら希望するバランスで様々な活動を
展開できていると感じる市民の増加を
目指します。

Ｅ
男性の家事への参画
度

男性の平日1日当たりの家事従
事時間が１時間以上の割合

38.0％ 40％
男性の平日1日当たりの家事従事時間の
増加を目指します。

F
長野市役所における
男性職員の育児休業
取得率

長野市役所（市長部局及び消
防局）における育児休業を取
得する正規男性職員の割合

25.0％ 30％
長野市の女性活躍の牽引役として、長野市
役所特定事業主行動計画に基づき、男性
職員の育児休業取得者の増加を目指します。

基
本
目
標
２

Ｇ
ＤＶについて相談で
きる窓口の認知度

ＤＶ被害にあったとき、相談
できる窓口を知らない市民の
割合

30.2％ 20％
ＤＶ被害にあったとき、当事者又はそ
の周囲の人が相談する場所を知らない
市民の減少を目指します。

Ｈ
ＤＶなどの身近な暴力
は人権侵害であるとの
認識度

ＤＶなどの身近な暴力はどん
な場合でも人権侵害だと思う
市民の割合

78.3％ 80％
ＤＶがどのような場合でも人権侵害に
当たることへの認識を増やすことを目
指します。

基
本
目
標
３

Ｉ
性別による固定的な
役割分担の意識度

｢男性は仕事、女性は家事・
育児｣という、性別による固
定的な役割分担意識に反対す
る市民の割合

66.6％ 70％
性別による固定的な役割分担意識に対
する理解を深め、反対する市民の増加
を目指します。

Ｊ
ジェンダー平等に対
する認識度

｢ジェンダー｣という、言葉の
意味を知っている市民の割合

64.3％ 70％
男女が共に個性と能力を発揮し、責任
を分かち合う社会の実現のため、市民
の理解の増加を目指します。

A・C… ………………………女性の公職等参画状況調査
B・Ｆ…………………………【統合版】長野市役所特定事業主行動計画
D・Ｅ・G・H・Ｉ・Ｊ… …長野市男女共同参画に関する市民意識と実態調査

❾ 計画の指標
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